
近税  3 0  第 6 3 4 号 

（ 情 報 第７号 ） 

平成 30 年７月 31 日 

支 部 長 各 位 

近 畿 税 理 士 会          

情報化対策部長 秦  雅 彦 

「大法人の電子申告義務化」対象法人への e-Tax の勧奨等に係る 

周知等について（周知方お願い） 

時下、ますますご健勝のことと拝察しお喜び申し上げます。  

平素は、本会が実施する電子申告の普及・定着に向けた事業活動に格別のご

理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、標記の件に関し、日本税理士会連合会から別紙の通り周知方要請があ

りましたので、支部におかれましては、当該内容を支部会員へご周知ください

ますようお願い申し上げます。 

なお、本会会員専用ホームページ（近税パソネット 21）に、同様の内容を掲

載しております。 

【参考資料】 

依頼文書（日連第 485 号（認第 10 号））[連合会→本会].............. 別紙 
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「大法人の電子申告義務化」 対象法人へのｅ‐Ｔａｘの勧奨等に係る周知等について

（周知方お願い）

　

平成３０年７月 ３日付官情３‐１６により国税庁長官官房企画課から 「大法人の電子申告義
務化」 対象法人へのｅ‐Ｔａｘの勧奨等について周知依頼がありました。 鋸－」紙）

　

今般、各国税局・税務署から電子申告の義務化の対象法人に対し、原則８月下旬を目途に、
リーフレット及びアンケートの送付を行うとともに、アンケートへの回答結果等を踏まえて、
当該制度の内容の周知・広報、相談及び申告書に添付すべきものとされている書類等の全て
が電子申告されるようにするために必要な行政指導（勧奨等）を行うこととなりました。 これ
に関し、勧奨等は対象法人に向けて行われるものですが、その際に対象法人から「申告書の
提出は関与税理士に委任している」旨の回答があった場合は、関与税理士に対して電話等に
より関与先対象法人に係る勧奨等を行うこととしております。

　

つきましては、当該取扱いについて各税理士会支部及び会員へご周知いただきますようよ
ろしくお願いいたします。
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日本税理士会連合会

　

会長

　

神津

　

信一 殿

国税庁長官官房企画課

情報技術室長

　

山崎

　

博之

「大法人の電子申告義務化」 対象法人へのｅ‐Ｔａｘの勧奨等に係る周知等について （依頼）

平素は、 税務行政につきまして、 格別の御理解と御協力を賜り、 厚く御礼申し上げます。
国税庁では、 納税者の利便性向上と税務行政の効率化の観点から、 国税電子申告・納税システ

ム （ｅ－Ｔａｘ） の普及及び添付書類も含めたデータ化に向けて、各種施策を強力に推し進めていると

ころですが、 貴会、 各税理士会及び会員の皆様方の御協力により、 着実にその普及等が図られて

おり、 重ねて御礼申し上げます。

平成３０年度税制改正により 「法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務」（大法人

の電子申告義務化） が創設され、 平成３２ 年（２０２０年）４月１日以後開始する事業年度から資本金

１億円超の大法人などが行う法人税等及び消費税等の申告書は、ｅ－Ｔａｘ により提出しなければな

らないこととされました。
国税庁としましては、 この制度の対象法人に対して、 原則として本年８月下旬に大法人の電子

申告義務化に関するリーフレット （別添１） を送付し、 併せて、 大法人の電子申告義務化に係る

アンケー ト （別添２：７月 ２３日（月）にｅ－ＴａｘＨＰに掲載予定） への協力をお願いすることとしてい

ます。
各国税局・税務署においては、 このアンケートへの回答結果等を踏まえ、 各法人のこれまでの

電子申告の態様に応じて、 この制度の内容の周知・広報、 相談及び申告書に添付すべきものとさ

れている書類等の全てが電子申告されるようにするための必要な行政指導等 （以下、 これら一連

の行為を 「勧奨等」 といいます。） を行うこととしております。

　

なお、 当該勧奨等の際、 対象法人から 「申告書の提出は関与税理士に委任している」 旨の回答

があった場合には、勧奨等担当者から関与税理士に対して電話等により関与先対象法人に係る勧

奨等を行うこととしております

　

御Ｊ添３）。
つきましては、 上述の国税当局における 「大法人の電子申告義務化」 対象法人への ｅ－Ｔａｘ の勧

奨等に御理解いただき、 各税理士会及び会員の皆様に対して、 別添１から３の内容の御周知方、
御協力いただきますようお願いします。

　

また、別添１の大法人の電子申告義務化に関するリーフレットのＰ．２・３に記載している利便性

向上施策につきましては、 この制度の対象法人以外にも適用されるものでありますので、 会員の

皆様からも顧問先の納税者の皆様に幅広く周知・広報いただき、 更なる ｅ－Ｔａｘ の普及及び添付書

類も含めたデータ化の一助としていただきますよう、 併せてお願い申し上げます。

【担当】

　　　　　　　　　

　

　　

　 　 　 　国税庁長官官房情報技術室

　

中村・田村

　　　　　　　　　

ノ電話：０３一３５８１一４１６１（内線：３３２９）



ｅ－Ｔａ×扇隙回国◎加冠⑰◎則感興

　

「大法人」に該当するかどうかは「事業年度開始の時」に判定します。
（注） 消蹄税の申告において、期間特例を受けている法人の各課税期間の消費税申告についても、「事業年度開始の時」に判定します。

平成３２年（２０２０年）４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）では、
法人税Ｇ肖費税）において予定（中間）申告（仮決算の場合も含む。）を行う場合、
消費税において期間特例を選択している場合などが挙げられます。

　

所轄税務署長に対し、ｅ‐Ｔａｘ義務化の対象法人である旨の届出書を提出
する必要があります。

Ｑ 蜂

　　　　　　　

－１…１

　

－

ｅ‐Ｔａｘ義務化の対象となる法人が、ｅ‐Ｔａｘにより法定申告期限までに申告
書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り
扱われることとなり、無申告加算税の対象となります。
（注）

　

２期連続で法定申告期限内に申告がない場合は、青色申告の承認の取消対象となります。

災害その他の理由によって、ｅ‐Ｔａｘにより法定申告期限までに申告書を
提出することが困難な場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面により
申告書を提出することで、例外的に申告義務が履行されたものとみなぎれ、その
書面による申告書は有効なものとして取り扱われます。

　

なお、所轄税務署長の承認を得るためには、事前に申請書を提出する必要が
あります。

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成３０年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の

　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、ｅ‐Ｔａｘ

　　　　

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　

により提出しなければならないこととされました（以下「ｅ‐Ｔａｘ

　　　　　　　　　　　　　　　　

義務化」といいます。）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｅ‐Ｔａｘ義務化の概要は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　

” ・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｈデー琶・…

　　　　　　　　　　　　　

法人税及び地方法人税並び

　　　　

．申告書及び申告書に添付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

す べ きも の とされ て いる

　　　　　　　　　　　　　

っぃても電子申告が嶺務１ヒされます。

　　　　

書類の全て

　　　　　　　　

′ コ１臼

　　　　　

①

　

内国法人のうち、事業年度開始の時において

　　　　　　　

資本金の額等が１億円を超える法人

　　　　　　

②

　

相互会社、投資法人及び特定目的会社　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　

　　 　

　

　

　　　　　　

※

　

消費税及び地方消費税の場合は上記法人に加え、

　　　　　　　

国・地方公共団体

　　　　　　　

確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、

　 　

　　　　　　　

　
　　　 　

　　　　　　

修正申告書及び還付申告書

　　　　　

平成３２年（２０２０年）４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から適用

　　　

提出できるよう環境整備を進めることとされており、こうした施策を順次

　

・：１キ．・

　　　　

また、ｅ‐Ｔａｘ義務化とともに、法人税等に係る申告データを円滑に電子
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実施していくこととしております。

　　　　　　　　　　

縄鞍 国 税 庁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人番号

　

７００００１２０５０００２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

（Ｍこ仙琳
ー
）



ｅ票ＴａｘＥ誌艶ぬぽ狼剥駈翰戦策戯卯＠

　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　

　 隻瑳圭謹書れデコ満室圭種』霊唖回遊縦脳】由を富国凹臼臼ぁ

　

【

　　

－

　　　

’・：

　　　　

ｉ

　

．

　　　　　　　　　　　　　

■

　　　　　

四

　　

－

　

・ ．

－－”－”…－－－－－ －

　　　　　　　　　　　　　　

１

ごばｈｅと下さヌボ言貴パドジをき覧馨ださじ鮎Ｆ‐＝
ｅ‐Ｔａｘホームページアドレス
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《掲載内容》
・電子申告の義務化の概要
・利便性向上施策等一覧（厳罰の
・利便獅 雌等－覧鰯眺
時期（予定）順）

・電子申告の義務化についてよく
ある質問

出方法の拡充－－－

　　

－－－－－

　　　　　　　　　

　　　　　

　

　

　　　 　　
　

ｉ
－

　　　　　　　　　　

－

　

′二
…ｅ‐下ａｘｌｌ図自彊ｉｇｒｉｌｌー１腿臓 鎚 総 嚢
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．ｒ…

　　　　　　　

．ｒ：

　　

１ｒ

　　　　

１

　

１－

◎ 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
記載件数が１００件を超える場合については、①又は②の記載方法によることも可能

とします。
①

　

売掛金（未収入金）や買掛金（未払金・未払費用）など、記載量が多くなる傾向にある
勘定科目（１４科目）を対象に、上位１００件のみを記載する方法（記載省略基準の柔軟化）

②

　

受取手形の内訳書など、記載単位を（取引等の）相手先としている勘定科目（７科目）

　

を対象に、支店・事業所別に記載する方法（記載単位の柔軟化）
※

　

①②のほか、一部の言鵡群項目（「貸付金及び受取利息の内訳書」の「貸付理由」欄など）を削除するなど

の簡素化を行います

◎ イメージデータ（ＰＤＦ形式｝で送信された添付書類の紙原本の保存不要化

送信するイメージデータについて、一定の解像度・階調の要件を付した上で、紙
原本の保存を不要とします。
※

　

そのほか、土地収用証明書等の添付を不要とします。

◎ 法人税申告書別表（明細記載を要する部分）・財務諸表・勘定科目

　

内訳明細書のデータ形式の柔軟化

エクセル等で作成可能なＣＳＶ形式による提出を可能とします（国税庁から
標準フォームを提供（財務諸表については勘定科目コードを公表））。

※

　

現状、ｅ‐Ｔａｘで送信可能なデータ形式は一律ＸＭＬ形式若しくはＸＢＲＬ形式としています。

感提出走溌の拡売
◎ ｅ‐Ｔａｘの送信容量の拡大

送信１回当たりの上限を、申告書は約２倍（約５，０００枚）、添付書類は約５倍
（約１００枚）に拡大します。

◎ 添付書類等の提出方法の拡充（光ディスク等による提出）

ｅ‐Ｔａｘの送信容量を超えてしまうような場合に対応するため、光ディスク等に
よる提出を可能とします。



（別添２）
大法人の電子申告義務化に係るアンケート

　

このアンケートは、貴社における電子申告に向けた準備の状況等を国税当局において確認し、貴社に対するｅ‐Ｔｏｘ利用
の勧奨等の参考とすることを目的として使用させていただきます。

回 答 日：

　　

月

　　　

日

　　　

′

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・，熟 語

　　　　　　　　　　

…

氏名・連 絡先…

　　　　　

１（電話）（

　　　

）

　　　　　　

内

（電話）（

　　　

）

次の質問をお読みいただいて、最も近い回答の□にゾ（チェックマーク）を付けてご回答ください。

※

　

電子申告義務化対象法人

≧閣 議
。管野ぎ窄も）。ト仰

　

又露璽豪豊礎霞 関本金の額
国及び地方公共団体

（注）説明会につきましては、 参加希望者が多いなど、 各国税局

１□参カロを希望する。ト Ｑ５へ

　　　

霊妄言霞安曇愛重樽 饗場春闘集櫛２

　

口

　

参加しない。

１

　

□

　

・ずれも利用している。

　　　　　　　　　　　

Ｌ （Ｇ＾
２

　

口

　

法人税のみ利用している。 ｒ ＷＵへ

　　　　　　　　　　　　　　

↓

　

裏面につづく

　

↓



　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

１

　

□

　

全て

　　

２

　

□

　

一 部

　　　　　　　　　

① から④まで「全て」に①

　

法 人 税 別 表

　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

□

　

王て

　　

２

　　　

一 部

　　　　　　　　　

① から④まで「全て」に

②

　

貸 借 対 照 表 等 の 財 務 諸 表

　　　　　　　　

１

　

□

　

全て

　　

２

　

□ 一 部

　　　　　　　　

チェック

③

　

勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

　　　　　　　　　　　

１

　

□

　

全て

　　

２

　

□

　

一 部

　　　　　　　　　　　　　　　

＋

④

　

会社事業概況書（法人事業概況説明書） １

　

□

　

全て

　

２

　

□

　

一部

　　　　　　　　

⑤、⑥の両方とも「全て」か

⑤

　

適用 額明細書等その他 添付書類

　　　　　

ー

　

□

　

全て

　　

２

　

□

　

押部

　　　　　　　　

「非該当」にチェック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３

　

口

　

非 該 当（提 出 すべき帳 票 なし）

　　　

弓

　

Ｑ９へ

⑥

　

第三者作成等の添付書類

　　　　　　　　

１

　

□

　

全て

　

２

　

□

　

一部 上記シスタト

　　

Ｑワヘ

３

　

□

　

非該当（提出すべき帳票なし）

１

　

□

　

使用している財務会計又は税務申告ソフトがｅ‐Ｔｏｘに対応していない。
２

　

口

　

データ量が多すぎてｅ－Ｔｏｘで送信可能な・データへの変換作業が煩雑である。
３

　

口

　

データ量 が 多 すぎてｅ‐Ｔｏｘで 送 信 できない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｑ８へ

４ □ その他〔

つからｅ‐Ｔａｘで提出しまずか（対応時期）。
ていますか（利便性向上施策等の活用予定）。

　

Ａ

　　

き

　　　

い′

【対応時期】
１

　

法人税

　

①

　

法人税別表

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　　

ロ

　

ロ

　

平成（

　　

）年（

　　

）月提出分から

　　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

　

②

　

貸借対照表等の財務諸表．

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　　

ロ

　

□

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

　

③ 勘定科目内訳明細書

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　　

ロ

　

ロ

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

　

④

　

会社事業概況書（法人事業概況説明書）

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　　

ロ

　

ロ

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

　

⑤

　

適用額明細書等その他添付書類

　

ィ

　

□

　

既に利用 済み

　　

ロ

　

ロ

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

　

⑥ 第三者作成等の添付書類

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　

ロ

　

□

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

２ 消費税

　

イ

　

□

　

既に利用 済み

　

ロ

　

□

　

平成（

　　

）年（

　　

）月 提出分から

　

ノ・ □

　

義務化適用事業年度から

【利便性向上施策等の活用予定】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（リーフレット記載場所）

　

①

　

□

　

勘定科日内訳明細書の記載内容の簡素化 … … … … … … …………・Ｐ２「提出情報のスリム化」

　

②

　

□

　

法人税申告書別表（明細記載を要する部分）等のデータ形式の柔軟化… … …・Ｐ２「データ形式の柔軟化」

　

③

　

□

　

添付書類の提出方法の拡充（光ディスク等による提出）… … … … … … … …・Ｐ２「提出方法の拡充」

　

④

　

□

　

法人の認証手続の簡便化ふ … … … … … … … … … … … … … … …・・Ｐ３「認証手続の簡便化」

（注） 利便性向上施策等につきましては、ｅ‐Ｔｑｘホームページ（トップページの「『大法人の電子申告の義務化の概要』

　

と『利便性向上施策等』についてはこちら」のバナーをクリックした後に表示されるページの「２ 電子申告の義務化

　

に伴い導入する利便性向上施策等」）からご確認ください。

′

　　

、、

　　

　
　
　
　
　

（口事前準備

　

□認証手続（電子署名）□データ形式 □提出方法 口提出先 □その他）

後日担当者から連絡させていただく場合がございますので、よろＬくお願いいたします。



大法人の電子申告義務化に係るｅ‐Ｔａｘ勧奨等について （局指示文書の概要）

　

ｅ‐Ｔａｘについては、 納税者の利便性向上と税務行政の効率化につながるとともに、 電子化を通じた業務改革の推進を

図る上で大前提となることから、 庁局署が一体となって、 その普及及び定着に努めてきたところである。

　

「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）」が可決・成立し、大法人の電子申告義務化については、

平成３２（２０２０）年４月１日以後に開始する事業年度 （課税期間） について適用されることとなった。これを踏まえ、全て

の納税者が簡便・正確に申告等を行うことができる利便性の高い納税環境を整備するとともに、データの円滑な利用を

進めることにより、社会全体のコスト削減を図ることが重要との考えの下、その適用開始までの間にｅ‐Ｔａｘの利便性の

向上に向けた施策を順次実施していくこととしている。

　

大法人の電子申告義務化の適用後は、電子申告義務化対象法人（以下「義務化対象法人」という。）の全てが制度改正

や申告データを円滑に電子提出するための環境整備の内容を十分に理解し、適正な電子申告が行えるよう、庁局署が緊

密に連携・協調しつつ、制度周知・広報、相談及び申告書に添付すべきものとされている書類の全てが電子申告される

ようにするための必要な行政指導等 （以下、 これら一連の行為を「勧奨等」という。）の適切な対応が必要となる。

　

なお、義務化対象法人に対して申告データの電子的提出に向けた準備を早期に促すため、体制が整い次第速やかに勧

奨等を開始し、 原則として、 平成３０事務年度内に義務化対象法人の全てに接触することに留意する。 （Ｍ
濠
洲……①
）



○

　

電子申告の利用状況に応じた勧奨等の方法

　

申告書全体を

　　　

義務化対象法人へ架電し、 税務署から送付した勧奨用リーフレットを受け取っているか

　　

電子申告

　　　

確認するとともに、 電子申告の義務化の対象となる見込みであることを説明する。

　

している法人

　　　　　　　　　

原則として、義務化対象法人へ個別臨場し、制度の趣旨等を説明するとともに、別送によ

　　

別送書類

　　　

り書類を提出している理由を聴取し、平成３２年（２０２０年）４月１日以後に開始する事業年度

　

がある法人

　　

における電子申告の対応見込みを確認する。

理解されるよう丁寧な説明を心掛け、 対応策等について教示することに留意する。

　　　　　　　　　

原則として、 義務化対象法人へ個別臨場し、制度の趣旨等を説明するとともに、書面申告

　　　　　　　　

の理由を聴取し、平成３２年（２０２０年）４月１日以後に開始する事業年度における電子申告の

　　

電子申告

　　　

対応見込みを確認する。

　

をしていない

　　　

電子申告をしていない義務化対象法人は ｅ‐Ｔａｘ の知識が不足していることも想定される

　　　　　　　　

た め、 ｅ‐Ｔａｘ を開始するための準備等について質問等があった場合には、ｅ‐Ｔａｘの操作法を

　　　　　　　　

指導するなど、 丁寧な対応を心掛けることに留意する。
（注）１

　

勧奨方法等における朱書き部分は原則的な対応を記載しており、 朱書き部分と同等の効果が得られる場合に限り、 他の

　　

方法により勧奨等を行って差し支えない。

（注）２

　

申告書の提出については関与税理士に任せている等の発言があった場合には、関与税理士へ接触するこ

　　

ととするが、 当該税理士が、 既に当局から勧奨等を受け、 電子申告義務化についての内容を理解していると認められる場

　　

合には、 臨場による説明等を省略して差し支えない。




